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医療機能情報提供制度の概要 
1. 目的 

 病院、診療所、歯科診療所及び助産所に対して、その医療機能に関する情報を
都道府県へ報告することを義務付け、さらに、報告を受けた都道府県は住民・患
者に対して分かりやすい形でそれらの情報を提供することにより、住民・患者によ
る病院等の適切な選択を支援することを目的として平成19年度より開始した。 

2. 実施主体 

 都道府県を実施主体とする。 

 各都道府県によっては、救急・災害医療情報を含む独自の情報提供体制と一体
的に実施している場合もある。 

3. 対象項目 

 参考資料3、4を参照。 

4. 報告手続等 

 医療機関等の管理者は、省令及び告示で定める事項を、所在する都道府県に
報告する（報告の頻度は年１回以上）。病院の名称や所在地などの基本情報に変
更があった場合には、速やかに都道府県に対して報告を行う。 

5. 公表方法 

 一定の検索機能を有するシステムにより、インターネットを通じて公表。併せて
県庁において書面又は備え付けのインターネット端末等でも情報を公開。 
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医療機能情報提供制度について 

医療機関等に対して、医療を受ける者が医療機関等の選択を適切に行うために必要な情報
（医療機能情報）について、都道府県への報告を義務付け、都道府県がその情報を集約し、
わかりやすく提供する制度 

創設前 

 

 医療機関等の広告 
 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等による広報 
 ※ 医療機関等からの 
   任意情報 

 院内掲示    等 

現行制度 

（平成19年4月～） 
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 医療機関等管理者
は、医療機能情報
を都道府県に報告 

 集約した情報をｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等で
わかりやすく提供 

 医療安全支援センター等に
よる相談対応・助言 

 医療機能情報を医療機関等において閲覧に供すること（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可） 
 正確かつ適切な情報の提供（努力義務） 
 患者等からの相談に適切に応ずること（努力義務） 

① 管理・運営・サービス等に関する事項（基本情報（診療科目、診療日、
診療時間、病床数等）、アクセス方法、外国語対応、費用負担等） 

② 提供サービスや医療連携体制に関する事項（専門医（広告可能なもの）、
保有設備、対応可能な疾患・治療内容、対応可能な在宅医療、セカンド
オピニオン対応、クリティカルパス実施、地域医療連携体制等） 

③ 医療の実績、結果等に関する事項（医療安全対策、院内感染対策、診療
情報管理体制、治療結果分析の有無、患者数、平均在院日数等）                                 

 

① 必要な情報は一律提供 
② 情報を集約化 
③ 客観的な情報をわかり

やすく提供 
④ 相談助言機能の充実 

視点 

医療機能情報の具体例 

医療機関等に関する 
情報を入手する手段 
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